
146

６．邑南町防災行政無線施設条例施行規則（平成 16年 10 月 1 日規則第 19号）

邑南町防災行政無線施設条例施行規則(平成16年邑南町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、邑南町防災行政無線設備条例(令和5年邑南町条例第15号。以下「条例」という。)

に基づき、邑南町防災行政無線設備(以下「無線設備」という。)の管理について必要な事項を定め

るものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 緊急放送 条例第3条第1号に定める事項を緊急に放送するものをいう。

(2) 定時放送 条例第3条第2号及び第3号に定める事項を定時に放送するものをいう。

(3) 臨時放送 条例第3条第2号及び第3号に定める事項を臨時に放送するものをいう。

(放送日時)

第3条 無線設備を用いて放送を行う日は、次に定めるところによる。

(1) 緊急放送 必要に応じ通年

(2) 定時放送 祝祭日又は年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎週月曜日から金曜日、及びそ

の翌日

(3) 臨時放送 必要に応じ通年

2 放送を行う時間は、別表に定めるところによる。

(管理運営)

第4条 無線設備の管理運営の責任者には、情報みらい創造課長をもってあてる。

2 無線設備の操作については、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条に定める

無線従事者、又は法第39条に定める主任無線従事者の監督を受けた者が行う。ただし、緊急放送を

行う場合は、この限りでない。

(戸別受信機の貸与及び負担金)

第5条 戸別受信機は、町内にある住居、事業所若しくは施設(以下「住居等」という。)を所有又は

管理する者に対し、住居等につき1台を無償で貸与する。ただし、同一住居等に2世帯以上が住所を

有している場合には、次のとおりとする。

(1) 1つの住居等に2世帯以上が同居し、生計が別の場合は、各世帯に1台を無償とする。

(2) その他町長が認めた場合、各世帯に1台を無償とする。
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(設置申請及び廃止届)

第6条 条例第4条の規定により、戸別受信設備の設置を希望する者は、邑南町防災行政用無線設備(戸

別受信機)設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により、戸別受信設備を廃止するときは、邑南町防災行政無線設備(戸別受信機)

廃止届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(戸別受信設備設置場所の変更)

第7条 使用者は、戸別受信設備の設置場所を変更したい場合には、邑南町防災行政無線設備(戸別受

信機)設置変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、必要に応じ当該戸別受信設備の設置場所変更に係る工事を

行う。

(無線業務日誌の保全)

第8条 設備の利用について無線業務日誌を作成し、このほか必要な資料とともに保管しなければな

らない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

放送区分 放送時間

緊急放送 必要に応じ随時

定時放送 全町放送 4月から9月まで

午後8時 翌日午前6時15分

10月から3月まで

午後7時30分 翌日午前6時30分

地域別放送 全町放送終了後

臨時放送 午後0時15分 午後6時30分

※このほか、選挙の開票速報を除き、原則として午

前6時から午後10時の間で、必要に応じ随時
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様式第1号(第6条関係)
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様式第2号(第6条関係)
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様式第3号(第7条関係)


